
 
 

第 １ 章  委 員 会 関 係 

 

 人事委員会は、地方公務員法第７条第１項の規定に基づく条例により設置された中

立的かつ専門的な人事機関であり、３人の委員で構成される合議体の執行機関である。 

 人事委員会の権限は、職員の採用及び昇任に係る競争試験及び選考の実施、給与等

に関する調査・研究及び報告・勧告、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関

する審査請求についての審査、労働基準監督業務としての職権行使など、人事行政全

般にわたるものである。 

 人事委員会は、人事委員会会議規則に基づき、定例会及び臨時会を開催している。

令和２年度は、定例会を２４回、臨時会を４回開催した。 

                                               

１ 人事委員会の構成及び運営 

 (1) 人事委員会委員 

   委員は、知事が議会の同意を得て選任し、任期は４年である。 
 

職 名 氏  名 在任期間 前職等 

委員長  武 笠 正 男 平成30.3.31～ 

[委員長在任 平成30.4.2～ ] 

(現)弁護士 

委 員  森 谷 弘 史  平成30.12.27～ (現)マレリ㈱会長 

 

委 員  関 口 和 代  令和1.12.27～ (現)東京経済大学経営学部教授 

 

 (2) 委員会の開催状況 

      委員会の開催状況は、次のとおりである。 

    年月 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計 

回 

数 

定例会 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２４

臨時会        ２ １    １ ４

計 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ２ ２ ２ ３ ２８

付 

議 

事 

項 

議 決 ５ ２ ６ ８ ７ ２ ５ ４ ２ ８ １１ １８ ７８

協 議  １ ３ １ ２ １ ４ １ １ １  １ １６

報 告 １０ １ ３ ３ １ ２ ４ ３ ４ １ １ ４ ３７

その他 １ １ ２  ２ ２ ２ ２ １ １  １ １５

計 １６ ５ １４ １２ １２ ７ １５ １０ ８ １１ １２ ２４ １４６

2 年 3 年 
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２ 事務局の組織及び事務分掌 

（令和３年４月１日現在） 

 

(1) 組織図 

                          <総務担当> 

                              主査１※、主事１※、会計年度任用職員１ 

             総務給与課長  副課長      ※労働委員会事務局の総務担当を併任 

                

 

 

                          <給与制度担当> 

                          主幹１ 主査１、主任１、主事４ 

 

事務局長  副事務局長 

 

 

 

                          <審査相談担当> 

                          主幹１ 主査２※、主任２ 

                              ※ ボイラー等担当主任１名（本務河川砂防課） 

 

 

                          <採用試験担当> 

             任用審査課長       主幹１ 主査２、主任２、主事３、 

                              会計年度任用職員１ 

 

 

                          <昇任試験担当> 

                          主幹１ 主査２ 

                                                    

(副事務局長兼務) 
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 (2) 事務分掌 
 

 《総務給与課》 

  〈総務担当〉 

  １ 人事委員会（以下「委員会」という。）の会議に関すること。 

  ２ 委員会の広聴及び広報に関すること。 

  ３ 事務局の組織、人事、給与及び服務等に関すること。 

  ４ 委員会の委員等の位勲、褒賞及び表彰に関すること。 

  ５ 委員会の予算、決算、会計及び物品の管理に関すること。 

  ６ 委員会の公印の管理に関すること。 

  ７ 委員会の文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 

  ８ 人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。 

  ９ その他、他の担当の所掌に属しない事務に関すること。 

 

 

  〈給与制度担当〉 

  １ 職員給与実態調査に関すること。 

  ２ 民間給与実態調査に関すること。 

  ３ 給料表及び給与に関する報告及び勧告その他給与に関すること。 

  ４ 職員の給与に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。 

  ５ 給与の支払の監理に関すること。 

  ６ 人事評価に関すること。 
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 《任用審査課》 

  〈審査相談担当〉 

  １ 勤務時間、休暇その他の勤務条件（他の担当の所掌するものを除く。）に関す 

   ること。 

  ２ 分限、懲戒、服務及び退職管理に関すること。 

  ３ 職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出（他の担当の所掌するも 

   のを除く。）に関すること。 

  ４ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。 

  ５ 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。 

  ６ 職員からの苦情相談の総括に関すること。 

  ７ 職員団体に関すること。 

  ８ 地方公務員法第５８条第５項の規定に基づく労働基準監督機関の職権の行使に 

   関すること。 

  ９ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第 

   ５条第２項の規定に基づく審査に関すること。 

  10 職員の退職手当に関する条例第２１条第１項の規定に基づく調査審議に関する 

   こと。 

 

 

  〈採用試験担当〉 

  １ 人事記録の管理及び人事に関する統計の作成に関すること。 

  ２ 競争試験、選考その他の任用（他の担当の所掌するものを除く。）に関するこ 

   と。 

  ３ 任用候補者名簿（他の担当の所掌するものを除く。）に関すること。 

  ４ 試験制度等の調査研究に関すること。 

  ５ 人物試験委員に関すること。 

 

 

  〈昇任試験担当〉 

  １ 主査級昇任試験及び研修に関すること。 

  ２ 昇任選考等に関すること。 
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３　委員会の議決事項

　令和２年度人事委員会の議決事項は、次のとおりである。

開催期日・回数

　　２．４．７ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第１回定例会）

　　２．４．２０ 1 通勤手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第２回定例会） 2 学校職員の通勤手当に関する規則の改正に係る協議について

3 令和２年（措）第２号事案について

4 令和２年度職員採用試験の実施について

　２．５．１２ 1 職員の特殊勤務手当に関する意見について

（第３回定例会）

　２．５．２６ 1 係属中の審査請求事案（昭和６０年以前）について

（第４回定例会）

　２．６．９ 1 懲戒処分の基準の一部改正について

（第５回定例会） 2 平成３１年（不）第１号事案について

3 令和２年度職員採用試験の実施内容の変更について

4
令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画（変更）の承認につい
て

　２．６．２３ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第６回定例会） 2 昇任候補者の選考について

　２．７．７ 1 令和元年（不）第２号事案について

（第７回定例会） 2 平成３０年（不）第１号事案に係る再審請求について

3 令和元年（不）第３号事案について

4
令和２年度就職氷河期世代を対象とした埼玉県職員採用選考の実施につい
て

5
令和２年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画（変更）の承認につい
て

　２．７．２８ 1 人事行政の運営等の状況に関する報告について

（第８回定例会） 2 令和元年（措）第１号事案について

3 平成３１年（不）第１号事案について

　２．８．６ 1 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第９回定例会） 2 平成３０年（不）第１号再審事案について

3 昇任候補者の選考について

　２．８．２７ 1
東日本大震災及び東日本大震災以外の原子力災害等に対処する業務に係る
特殊勤務手当の特例に関する規則に基づく承認について

（第１０回定例会） 2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

3
令和２年度埼玉県職員採用上級試験等の最終合格者の決定及び採用候補者
名簿の作成について

4 昇任候補者の選考について

　２．９．１０ 1 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第１１回定例会）

議　　決　　事　　項
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開催期日・回数 議　　決　　事　　項

　２．９．２４ 1 職員団体の登録について

（第１２回定例会）

　２．１０．６ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第１３回定例会）

　２．１０．１５ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第１回臨時会）

　２．１０．２２ 1 職員の期末手当等に関する報告（意見）及び勧告について

（第１４回定例会）

　２．１０．２９ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第２回臨時会） 2 令和元年（不）第３号事案について

　２．１１．５ 1 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について

（第１５回定例会）

　２．１１．１２ 1 職員の給与等に関する報告（意見）について

（第３回臨時会）

　２．１１．１９ 1
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認事項の除外について

（第１６回定例会） 2
令和２年度埼玉県職員採用初級試験等の最終合格者の決定及び採用候補者
名簿の作成について

　２．１２．１０ 1 令和元年（不）第３号事案について

（第１７回定例会） 2
令和２年度埼玉県経験者職員採用試験の最終合格者の決定及び採用候補者
名簿の作成について

　３．１．７ 1 職員の特殊勤務手当に関する意見について

（第１９回定例会） 2
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承
認について

3 令和元年（不）第３号事案について

4 審査請求について

　３．１．２１ 1 平成３１年（不）第１号事案について

（第２０回定例会） 2 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

3
令和３年度埼玉県警察官（巡査）採用試験事務の警察本部長への委任につ
いて

4 昇任候補者の選考について

　３．２．４ 1 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

（第２１回定例会） 2 令和３年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画の承認について

3 採用候補者の選考について

4 昇任候補者の選考について
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開催期日・回数 議　　決　　事　　項

　３．２．１８ 1 職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第２２回定例会） 2 審査請求について

3 平成３１年（不）第１号事案に係る再審請求について

4 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

5 令和３年度埼玉県職員採用試験の実施について

6 採用候補者の選考について

7 昇任候補者の選考について

　３．３．４ 1 管理職手当に関する規則の一部を改正する規則について

（第２３回定例会） 2 令和２年（不）第１号事案について

3 任期付職員の採用について

4 採用候補者の選考について

5 転任の承認について

　３．３．１８ 1 懲戒処分の基準の一部改正について

（第４回臨時会） 2 押印見直し等に伴う人事委員会規則等の改正について

3 労働基準監督機関の職権行使について

4 勤務延長の期限の延長について

5 令和３年度埼玉県職員採用試験実施計画の変更について

　３．３．２２ 1 給与制度に係る人事委員会規則の改正について

（第２４回定例会） 2 県立病院の地方独立行政法人化に伴う人事委員会規則の改正等について

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に基づく承認について

4 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

5 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則について

6 採用候補者の選考について

7 昇任候補者の選考について

8 転任の承認について
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４　条例案に対する意見

意見提出日 議案番号 件名 条例の概要 意見

令２．６．１５
令和2年6月
定例会
第89号議案

職員の特殊勤務手当に関す
る条例の一部を改正する条
例

令和2年5月12日付けの埼玉県人
事委員会の職員の特殊勤務手当
についての意見に基づき、職員の
特殊勤務手当の特例を措置する
ものである。

適当であると認める。

令和2年12月
定例会
第118号議案

職員の給与に関する条例等
の一部を改正する条例

令和2年10月22日付けの埼玉県
人事委員会の職員の期末手当に
ついての勧告に基づき、職員の期
末手当を改定するものである。

令和2年12月
定例会
第124号議案

学校職員の給与に関する条
例の一部を改正する条例

令和2年10月22日付けの埼玉県
人事委員会の職員の期末手当に
ついての勧告に基づき、学校職員
の期末手当を改定するものであ
る。

令３．２．２６
令和3年2月
定例会
第70号議案

職員の特殊勤務手当に関す
る条例の一部を改正する条
例

令和3年1月7日付けの埼玉県人
事委員会の職員の特殊勤務手当
についての意見に基づき、職員の
特殊勤務手当を改定するもので
ある。

適当であると認める。

令３．３．３
令和３年２月
定例会
第６９号議案

職員の服務の宣誓に関する
条例の一部を改正する条例

行政を取り巻く環境の変化を踏
まえ、職員の服務の宣誓書につ
いて署名及び押印を要しないこ
ととするための改正を行うもの
である。

適当であると認める。

令２．１１．３０
いずれも適当であると認
める。

-8-



５　人事委員会規則の制定・改廃状況

規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

１－７４
R２．１０．２７

（R2.10.27施行）

埼玉県人事委員会の所管する行政
手続等における情報通信の技術の
利用に関する規則の一部を改正す
る規則

電子化する手続等について、「あらかじめ根拠とな
る法令又は条例等の名称及び条項を告示するも
のとする。」という規定を削除する改正を行う。

２－２３
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

埼玉県人事委員会会議規則の一部
を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

２－２４
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

人事記録に関する規則の一部を改
正する規則

押印見直し等に伴い、改正を行う。

６－９４
R３．２．９

（R3.2.9施行）
職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

警察官（巡査）採用試験の受験資格の見直し
に伴い、改正を行う。

６－９５
R３．２．２４
（R3.4.1施行）

職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

経験者職員採用試験の試験職種追加、免許資
格職職員採用試験の受験資格の見直し及び、
経験者職員採用試験の試験区分廃止に伴い、
改正を行う。

６－９６
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

県立病院の地方独立行政法人化に伴い、改正
を行う。

７－１０３３
R２．４．２４
（R2.4.24施行
・R2.4.1適用）

通勤手当に関する規則の一部を改
正する規則

職員が月の途中から休職等となり、その翌月に復
職等した場合については通勤手当を返納させな
いこととするため、所要の改正を行う。

７－１０３４
R２．７．７

（R2.7.7施行
・R2.1.28適用）

東日本大震災及び東日本大震災以
外の原子力災害に対処する業務に
係る特殊勤務手当の特例に関する
規則の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に
伴い、防疫業務手当の特例の支給対象となる業
務について規定する。

７－１０３５
R２．９．１１

（R2.9.15施行）
管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

人事異動に伴い、所要の改正を行う。

　人事委員会が制定した人事委員会規則は、次のとおりである。
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規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

７－１０３６
R２．９．１５

（R2.9.15施行）
管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

組織改正に伴い、所要の改正を行う。

７－１０３７
R３．２．２４
（R3.4.1施行）

職員の特殊勤務手当に関する規則
の一部を改正する規則

県の内部手続きにおける押印について原則廃止
する方向で見直すこととされたことを踏まえ、特殊
勤務実績簿の様式の改正を行う。

７－１０３８
R３．３．１９

（R3.3.19施行）
管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０３９
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０４０
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

特地勤務手当等に関する規則の一
部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０４１
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

初任給、昇格、昇給等の基準に関
する規則の一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０４２
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

給料表の適用範囲に関する規則の
一部を改正する規則

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴い、所要の改正を
行う。

７－１０４３
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

初任給調整手当に関する規則の一
部を改正する規則

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴い、所要の改正を
行う。

７－１０４４
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

期末手当及び勤勉手当に関する規
則の一部を改正する規則

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴い、所要の改正を
行う。
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規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

７－１０４５
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

住居手当に関する規則の一部を改
正する規則

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴い、所要の改正を
行う。

７－１０４６
R３．３．３０
（R2.4.1施行）

給料の調整額に関する規則の一部
を改正する規則

児童相談所の一時保護所に勤務する職員に支給
される給料の調整額について、児童相談所の福
祉保健業務手当の支給を受ける職員との均衡等
を考慮し調整数を引き上げる。

７－１０４７
R３．３．３０
（R2.4.1施行）

職員の特殊勤務手当に関する規則
の一部を改正する規則

職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に
伴い、福祉保健業務手当の支給額を月額20,000
円とする職員について規定する。

８－７
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

県及び市町村が共同設置するボイ
ラー等の設置届等の取扱い並びに
ボイラー等の事務の引継ぎに関す
る規則の一部を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

１１－１９
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

不利益処分についての審査請求に
関する規則の一部を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

１１－２０
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

勤務条件に関する措置の要求に関
する規則の一部を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

１２－１３６
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

職員団体の登録に関する規則の一
部を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

１２－１３７
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

管理職員等の範囲を定める規則の
一部を改正する規則

組織改正に伴う職の新設及び廃止に対応するた
め、所要の改正を行う。

１３－５３
R２．９．１

（R2.9.1施行）
職員の勤務時間、休暇等に関する
規則の一部を改正する規則

令和２年度に限り、新型コロナウイルス感染症対
策に関する業務に従事する職員について、夏季
休暇の取得対象期間を拡大する改正を行う。
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規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

１３－５４
R３．１．２９
（R3.2.1施行）

職員の勤務時間、休暇等に関する
規則の一部を改正する規則

会計年度任用職員の通院休暇及び通勤休暇につ
いて、国の非常県職員との権衡を踏まえ、有給の
特別休暇とする改正を行う
東京オリンピック・パラリンピック競技大会の運営
業務その他任命権者が特に必要と認めた業務に
従事する職員で、委員会の承認を得たものについ
て、令和２年と３年に限り、夏季休暇の対象期間
を拡大する改正を行う。

１３－５５
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇等に関する
規則の一部を改正する規則

ボランティア休暇について、フードドライブ活動等
を取得対象とする改正を行う。

１４－５
R３．３．２６
（R3.4.1施行）

公務災害補償の審査の申立てに関
する規則の一部を改正する規則

県の行政手続における押印見直し方針を踏まえ、
様式の見直しを行う。

１７－３６
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

公益的法人等への職員の派遣等に
関する規則の一部を改正する規則

県立病院の地方独立行政法人化に伴い、改正
を行う。

２４－３
R３．３．３０
（R3.4.1施行）

職員の退職管理に関する規則の一
部を改正する規則

県立病院の地方独立法人化に伴い、所要の改正
を行う。
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６　通知の制定・改廃状況

文書番号
通知年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

人委第234号
令２．６．２９
（令2.7.1施行）

「職員の特殊勤務手当の運用
について」の一部改正について

家畜伝染病予防法の一部改正により家畜伝染性
疾病の名称が変更されたことに伴う、防疫業務手
当の規定の整備を行う。

人委第252号
令２．７．３

（令2.7.6施行）

「給料表の適用範囲に関する
規則の運用について」の一部
改正について

組織改正等に伴う改正を行う。

人委第648-1号
令３．２．２４
（令3.4.1施行）

「通勤手当の運用について」の
一部改正について

（１）県の内部手続きにおける押印について原則
廃止する方向で見直すこととされたことを踏まえ、
通知本文及び届出等の様式について、押印を必
要としないよう改正を行う。
（２）国の様式改正に伴い、届出等の様式につい
て記入上の注意等の文言を改正を行う。

人委第648-2号
令３．２．２４
（令3.4.1施行）

「住居手当の運用について」の
一部改正について

（１）県の内部手続きにおける押印について原則
廃止する方向で見直すこととされたことを踏まえ、
通知本文及び届出等の様式について、押印を必
要としないよう改正
（２）国の様式改正に伴い、届出等の様式につい
て記入上の注意等の文言を改正

人委第648-3号
令３．２．２４
（令3.4.1施行）

「扶養手当の運用について」の
一部改正について

（１）県の内部手続きにおける押印について原則
廃止する方向で見直すこととされたことを踏まえ、
通知本文及び届出等の様式について、押印を必
要としないよう改正を行う。
（２）国の様式改正に伴い、届出等の様式につい
て記入上の注意等の文言を改正を行う。

人委第648-4号
令３．２．２４
（令3.4.1施行）

「管理職員特別勤務手当の運
用について」の一部改正につい
て

（１）県の内部手続きにおける押印について原則
廃止する方向で見直すこととされたことを踏まえ、
通知本文及び届出等の様式について、押印を必
要としないよう改正を行う。
（２）国の様式改正に伴い、届出等の様式につい
て記入上の注意等の文言を改正を行う。
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文書番号
通知年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

人委第648-5号
令３．２．２４
（令3.4.1施行）

「単身赴任手当の運用につい
て」の一部改正について

（１）県の内部手続きにおける押印について原則
廃止する方向で見直すこととされたことを踏まえ、
通知本文及び届出等の様式について、押印を必
要としないよう改正を行う。
（２）国の様式改正に伴い、届出等の様式につい
て記入上の注意等の文言を改正を行う。

人委第697号
令３．３．１９

（令3.3.19施行）

「管理職手当に関する規則の
運用について」の一部改正につ
いて

組織改正に伴う改正を行う。

人委第714-1号
令３．３．３０
（令3.4.1施行）

「管理職手当に関する規則の
運用について」の一部改正につ
いて

組織改正に伴う改正を行う。

人委第714-2号
令３．３．３０
（令3.4.1施行）

「期末手当及び勤勉手当の支
給について」の一部改正につい
て

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴う改正を行う。

人委第714-3号
令３．３．３０
（令3.4.1施行）

「住居手当の運用について」の
一部改正について

病院局が廃止され、地方独立行政法人埼玉県立
病院機構が設置されることに伴う改正を行う。

人委第714-4号
令３．３．３０
（令3.4.1施行）

「勤勉手当の成績率の運用に
ついて」の一部改正について

懲戒処分及び訓告その他の矯正措置を受けた職
員の勤勉手当の成績率について所要の改正を行
う。
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